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令和８年２月第２回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 令和８年２月１０日（火） 

午前１０時００分から午前１０時４０分 

２．開催場所 本庁舎 ２階 大会議室 

３．出席委員（４１人）   

会  長 １９番 矢谷光生 

  職務代理  １８番 石原誉男  

  農業委員  １番 山懸将伸     ３番 妹尾宗夫    ４番 池田 実  ５番 太田 明 

  ７番 沼本通明    ８番 樋口昌子 １０番 柴田博行 １１番 松本正幸 

 １２番 中山克己  １３番 武村一夫  １４番 吉岡 靖  １５番 後藤 勤 

 １６番 福島康夫 １７番 池本  彰 

推進委員  ２０番 平 義男   ２１番 椙原啓二  ２２番 西谷玲子  ２３番 中嶋久志 

          ２４番 井手宏治   ２５番 築澤安彦  ２６番 松下 功 ２７番 上田房次郎 

２９番 白石壽平   ３０番 根本 章  ３１番 田中秀樹  ３２番 長尾 修  

３３番 二宗貴志  ３４番 高谷明弘 ３６番 浅田光明  ３７番 戸田典宏 

３８番 各務和裕  ３９番 東郷朝夫  ４０番 山中正義  ４１番 池田久美子 

４２番 二若正次  ４３番 高見寛二  ４４番 佐子ゆかり ４５番 筒井一行 

４６番 清水 晃 

４．欠席委員（４人） 

  農業委員  ２番 岡田耕平  ６番 池田和道  ９番 入澤靖昭 

    推進委員  ２８番 太安隆文 

５．議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２  議案第５号  農地法第３条の規定による許可申請書の審議について 

日程第３  議案第６号  農地法第５条の規定による許可申請書の審議について 

日程第４  議案第７号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定 

            による農用地利用集積等促進計画の公告について 

日程第５ 報告第３号  農地転用の制限の例外に係る届出について 

日程第６ 報告第４号  農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約に 

ついて  

その他  

６．農業委員会事務局職員 

  事務局長 芦川 徹 事務局次長 美甘真弓 主幹 柴田正人 主事 岡村侑磨 

  福田有子 

７．会議の概要 
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（午前１０時００分 開会） 

事務局長  皆さん改めておはようございます。 

ただいまから令和８年２月総会を開会いたします。 

それでは、会長よりご挨拶よろしくお願いします。 

会 長   おはようございます。 

非常に寒い日ですけど、大変ご苦労さまです。大勢の出席をありがと

うございます。先週末からかなり冷え込んでおりまして、雪のほうも

しっかりと降りました。警報のほうも出まして、いろいろと大変だっ

たというふうに思います。選挙と重なりまして、本当にちょっと混乱

した時期だったというふうに思います。毎日大変な時期ではございま

すけど、選挙もありまして国のほうの体制も、衆議院のほうは決まっ

たということでございます。自民党、かなり票を伸ばしまして安定政

権になったんだろうというふうに思います。我々農業委員としても、

農業関係の政策がどうなるんだろうかという不安はございます。２０

２７年から水田政策としておりますが、今かなり政策を練っていると

いうところでございまして今後どのような政策を打って、農家のほう

がどういう影響を受けるのかというところが問題でございますけど、

何とか持続していけるような政策をお願いしたいというふうに思いま

す。 

市のほうでもいろいろと予算を組まれまして取り組んでいかれるとこ

ろでございます。意見書のほうを今後、これから２月に提出するとい

うところでございまして、市長のほうもいろいろと考えられていると

いうふうに思います。農業委員の意見といいますか、地域から出た人

の意見でございます。しっかりと市のほうも受け止めていただいて、

今後の政策のほうもよろしくお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

今年は選挙、任期が変わる時期でございます。地域がどうなっていく

かというところが一番の問題でございまして、皆さん方と続けてやっ

ていけれるようにお願いしたいというふうにも思います。よろしくお

願いしたいというふうに思います。 

それでは、これより２月総会を開会いたします。 

事務局長  ありがとうございます。 

本日の欠席委員は３名いらっしゃいます。２番委員、６番委員、９番

委員から欠席の届けをいただいております。遅参の方はいらっしゃい

ません。よって、ただいまの出席委員は１９名中１６名でございま

す。定足数に達しておりますので、２月総会が成立しておりますこと

をご報告いたします。 

それでは、真庭市農業委員会会議規則第５条により、議長は会長が務
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めることとなっておりますので、以降の議事の進行を会長よろしくお

願いいたします。 

議 長   それでは、これより議事に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。 

日程１、議事録署名委員の指名を行います。 

本総会の議事録署名委員は、会議規則第３５条の規定により、議長に

おいて指名させていただくことにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   それでは、議事録署名委員は１０番、    委員、１１番、   、    

委員を指名いたします。 

日程２、議案第５号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議に

ついてを議題といたします。 

番号１について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第５号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議について。 

１ページをお開きください。 

本日審議していただく案件は７件となります。農地法第３条第２項の

各号におきましては、申請書によって審議しました結果、全件とも該

当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

番号１でございますが、北房の譲渡人、成年後見人が、同じく北房の

譲受人に、申請農地、田１筆２，０９８㎡を、贈与によります所有権

移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２０番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

２０番推進委員 議長。 

議 長   はい、２０番推進委員。 

２０番推進委員 番号１について、去る１月３１日に譲渡人の後見人の方と譲受人に立会

いただき、現地調査を行いました。権利移転する事由の詳細についてで

すけども、譲渡人は体の都合で耕作することができないため、耕作をお

願いしている譲受人に管理をお願いしていました。今回、譲渡人の成年

後見人を通じまして無償で贈与したいというお話がありまして、譲受人

と申請地の譲渡しの話がまとまり、譲受人が申請地を無償によって取得

するというものでございます。続きまして、譲受人の耕作状況について

ですけども、譲受人は妻と２人暮らしで、水稲を中心に積極的に耕作に

取り組んでいるとこであります。譲受人と現地で話を聞いたところ、現

在耕作している農地について、トラクター、田植機、コンバイン等、農

作業に必要な一式の農機具を所有しておりまして、耕作することにおい



- 4 - 

ては支障はなく何ら問題はないということを確認させてもらいました。 

以上のとおりでございますけども、農地の管理についてはほかに問題

がないというふうに思われます。その他特に指摘するべき事項はござ

いません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号２でございますが、市外の使用貸人が、落合の使用借人に、申請農

地、田２筆２，５０８㎡を、使用貸借による権利設定の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２７番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

２７番推進委員 議長。 

議 長   はい、２７番推進委員。 

２７番推進委員 使用貸人と使用借人は近所で、使用貸人は市外に住んでおり、１月３１

日に使用貸人と使用借人に連絡をして、市外の使用貸人の人とは電話で

話し、使用借人とは現地で話を聞きました。十何年前から同じ状況で借

りて作っていましたが、契約の更新のために今回申請をしたものという

ことでした。これからも同じように稲作をやっていきたいということ

で、何ら問題はないと思われます。よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について事務局より説明をお願いします。 

事務局主事 番号３でございますが、落合の譲渡人が、同じく落合の譲受人に、申請

農地、畑１筆１８３㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２８番推進委員さんが今日

は欠席されておりますので１３番委員さんから説明をお願いいたしま

す。 

１３番委員 議長。 

議 長   はい、１３番委員。 

１３番委員 １３番です。 

３番につきまして、担当推進委員さんから報告書を受けておりますの

でご報告させていただきます。 

先月２６日に譲受人より連絡があり、自宅に行き現地確認を行いまし

た。権利移転する事由の詳細ですけども、譲受人は現在ライスセンタ

ー事業を行っております。今回、事業の拡大に伴い農機具置場が狭く

なり、置場を探していたところ、譲渡人の土地が長年未耕作地であり

ライスセンターの隣に隣接していることから、近所でもあり、今回話

がまとまったものです。譲受人の耕作状況ですけども、譲受人は夫
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婦、長男の３人家族であり、長い間ライスセンター、農作業受託を行

い、水稲、花枝等を作付しており、農機具等も全て所有しており問題

ないと思われます。その他指摘事項はございません。ご審議方よろし

くお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号４でございますが、市外の譲渡人が、落合の譲受人に、申請農地、

田１筆９８９㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございます。ご

審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３番委員さんから説明をお

願いいたします。 

３番委員  議長。 

議 長   はい、３番委員。 

３番委員  番号４について説明いたします。 

この譲渡人は市外に住んでおりまして、元実家であります、すぐ近所

におられる譲受人がこの農地を以前より管理しておりました。そうい

うことで、このたび贈与により譲受人に譲渡するものであります。譲

受人は野菜などを熱心に栽培しており、今後とも営農を確実に進めら

れると思いますので、問題ないと思われますのでよろしくお願いいた

します。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号５について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号５でございますが、市外の譲渡人が、久世の譲受人に、申請農地、

田１筆５７７㎡、畑１筆１４６㎡を、贈与によります所有権移転の申請

でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３３番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

３３番推進委員 議長。 

議 長   はい、３３番推進委員。 

３３番推進委員 ３３番推進委員です。 

番号５につきまして、去る２月１日に譲受人と、また譲渡人は県外在

住のため、本案件申請持参者である真庭市の実家在住の実の姉と両者

立会いの下、現地確認を行いました。権利移転する事由の詳細です

が、譲渡人は県外、茨城県水戸市に在住の会社員であります。譲受人

は、これまで譲渡人の先々代より当該農地の耕作管理の依頼を受けて

長年農地を利用しております。譲渡人は今後将来にわたり自ら農地を

管理することは困難であることから、このたび譲受人に無償譲渡する

ものです。当該農地は田５７７㎡と畑１４６㎡の２筆で、譲受人が居
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住の住宅に隣接する位置にあり、現在では季節野菜を栽培し農地管理

をしております。譲受人の耕作状況等ですけれども、譲受人は妻と２

人暮らし世帯で、夫婦で農業を営んでおります。経営農地は当該農地

のほかに水稲を５反ほど耕作しており、農業機械も田植機、トラクタ

ー、管理機、草刈り機、その他経営に必要な農機具は所有しておりま

す。農繁期には県内に在住の長男や次男の手伝いも受けながら経営を

行っておりますので、特に問題はありません。その他指摘事項等はな

く、本所有権移転につきましてご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号６について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号６でございますが、市外の譲渡人が、久世の譲受人に、申請農地、

田２筆４，９７１㎡を、売買によります所有権移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１２番委員さんから説明を

お願いいたします。 

１２番委員 議長。 

議 長   はい、１２番委員。 

１２番委員 １２番です。 

１月３１日に譲受人と現地確認を行い、詳細について話を聞きまし

た。譲渡人は県外ということで電話で話を聞いております。譲渡人は

父親が亡くなってから耕作ができないため、譲受人と譲受人の父とに

耕作を委託しておりましたが、今後県外にいることから農業ができな

いので売買による話がまとまり、権利移転を行うものでございます。

譲受人は会社勤めを行いながら父親と一緒に農業を行っており、トラ

クター、田植機、管理機、農業に必要な農具は所有しており、水稲の

刈取り、乾燥調整は委託しておりますが、今後も耕作していくものと

思われます。したがって、今回の権利移転については問題がないと思

われますのでご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号７について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議案の２ページ目をお開きください。 

番号７でございますが、市外の譲渡人が、同じく市外の譲受人に、申

請農地、畑３筆１，８６１㎡を、売買によります所有権移転の申請で

ございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、４番委員さんから説明をお

願いいたします。 

４番委員  議長。 

議 長   はい、４番委員。 
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４番委員  ４番です。 

番号７について、去る２月１日に譲受人、譲渡人、双方は県外在住の

ため電話で聞き取り調査をし、現地を確認しました。権利移転する事

由の詳細ですが、譲渡人は高校を卒業後、自衛隊に入り、長年にわた

り全国を回り勤務してきました。対象農地は両親が野菜を栽培してき

ましたが、高齢で父が１４年前、母が８年前に亡くなり、実家は空き

家となりました。譲渡人は退職後、年３回程度帰宅し草刈りなど自己

保全管理をしてきましたが、田舎に帰る意思はなく、不動産屋に売買

の意向を伝えていたところ、譲受人とこのほど売買の話もまとまり、

譲受人が家屋を含めて申請農地を取得するものです。譲受人の耕作状

況等ですが、譲受人は現在県外の市街地に住み仕事をしております

が、非農家ですが、自然豊かな田舎へ住んでみたいとの思いから、今

お付き合いをしている方と２人で移住し、今年中に古民家の修繕を行

い、来年から住み、家庭菜園から始めて、先には直売所にも出荷した

いとのことです。必要な農機具も徐々に購入していき、十分に農作業

に従事していくものと認められます。その他指摘事項はありません。

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして地元委員さんからの説明を終わらせていただきま

す。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第５号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第５号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議に

ついては、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程３、議案第６号、農地法第５条の規定による許可申

請書の審議についてを議題といたします。 

番号１について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 議長。 

議 長   はい、事務局。 
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事務局主幹 失礼いたします。議案第６号、農地法第５条の規定による許可申請書の

審議について、本日ご審議いただく案件は２件でございます。 

３ページをご覧ください。 

番号１でございます。 

申請人、使用借人（市外）は、現在アパートに住んでおりますが、子

供の成長により住居が手狭となってきたため、申請農地、畑１筆３７

９㎡を、使用貸人（北房）から借り受け、居宅１棟を建築するため、

転用申請するものです。農地区分ですが、１種農地、３種農地、いず

れの要件にも該当しないため、２種農地と判断されます。建蔽率は、

２４％となっております。転用に伴う費用ですが、土地造成、建物施

設を合わせ      円となっており、資金の内訳として借入金 

      円で、金融機関の融資証明により資金の確認ができてお

ります。添付書類といたしまして、被害防除計画書のほか土地利用計

画図等建築に関する書類一式が添付されております。申請地周辺に影

響を受ける農地はないと判断しております。ご審議方よろしくお願い

いたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１５番委員さんから説明を

お願いいたします。 

１５番委員 議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 １５番委員です。 

審議番号１について報告します。 

１月３１日、申請人が帰ってきたため、借り人と貸し人の両方で現地

確認を行いました。借り人と貸し人の関係ですが、貸し人の孫夫婦に

当たります。転用しようとする理由の詳細ですが、借り人は現在結婚

して市外に居住しています。子供も生まれ、現在のアパートでは手狭

になったため、結婚当初から検討していた同居生活を行うことにした

そうです。現在の実家の隣にある祖父母名義の畑を借用し、宅地に申

請して新築するとのことです。申請地の位置ですが、西に両親と祖父

母が生活している家があり、北側は祖父が耕作している田、東側は山

林、南側は祖父母が耕作している畑です。東側、山林、西側、実家の

家、南側、畑、北側、田ということで、周辺農地に影響はないと思わ

れます。その他指摘事項もありません。審議のほうよろしくお願いし

ます。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号２でございます。 

申請人、使用借人は、高速道路の維持管理を行っている市外法人で
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す。このたび米子自動車道の  地内で施工するのり面修繕工事に伴

い、申請農地、畑２筆１，０５０㎡のうち１４８．７㎡を、使用貸人

（湯原）から借り受け、敷鉄板の敷設により工事用仮設道路用地とし

て使用するため、一時転用申請するものです。農地区分ですが、１種

農地と判断されます。一時転用期間ですが、令和８年２月１２日から

令和８年６月３０日までです。転用に伴う費用ですが、敷鉄板の敷設

費用として   円となっており、資金の内訳として自己資金    

円で、当月期の決算書により資金の確認ができております。添付書類

といたしまして、被害防除計画書のほか土地利用計画図等敷鉄板施工

に関する書類一式が添付されております。申請地周辺に影響を受ける

農地はないと判断しております。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３９番推進委員さんから説

明をお願いいたします。 

３９番推進委員 議長。 

議 長   はい、３９番推進委員。 

３９番推進委員 ３９番です。 

２月６日、使用貸人と使用借人、西日本道路公団の現場監督者と工事

施工の監督者の立会いの下、現地確認を行いました。転用する詳細で

すが、米子道ののり面の工事のための進入道路のために鉄板を敷設す

るものであります。申請地の位置ですが、   小学校、    か

ら西へ４００ｍの位置にあります。せえで、周辺の状況ですが、谷に

入ったとこなんで、東が谷、西が現場ののり面、せえで南が山、北が

山です。よって、谷の奥なんで周辺農地への影響はないと思います。

その他指摘事項もありませんので、よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせてい

ただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第６号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 
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議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第６号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議に

ついては、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程４、議案第７号、農地中間管理事業の推進に関する

法律第１９条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画の公告に

ついてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第７号、農用地利用集積等促進計画の公告について。 

議案５ページをお開きください。 

本件は一括方式となっており、農地中間管理機構である岡山県農林漁

業担い手育成財団が農地の貸手から賃貸借権等の設定を受けて中間管

理権を取得するのと同時に、受け手に対する転貸によって貸借権設定

を同時に行うもので、田２５３筆、畑４２筆が貸借権設定されるもの

でございます。案といたしまして、令和８年３月１０日付で公告の予

定でございます。内容については全件とも問題ないものと考えます。

お目通しの上、ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、お目通しをお願いします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第７号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第７号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条

第３項の規定による農用地利用集積等促進計画の公告については、原

案のとおり可決されました。 

続きまして、日程５、報告第３号、農地転用の制限の例外に係る届出

について、日程６、報告第４号、農地法第１８条第６項の規定による

農地の貸借の合意解約についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 議長。 
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議 長   はい、事務局。 

事務局次長 それでは、報告第３号についてご説明いたします。 

２７ページをお開きください。 

報告第３号、農地転用の制限の例外に係る届出については、次の２件

がございました。添付書類もそろっておりますので受理いたしまし

た。 

続いて、報告第４号についてご説明いたします。 

２９ページをお開きください。 

報告第４号、農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解

約については、次の４件がございました。添付書類もそろっておりま

すので受理いたしました。 

以上で報告案件の説明を終了いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   報告第３号、報告第４号について、質問、意見等ございましたらお願い

いたします。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

質問、意見等ないようですので、これらの案件は報告案件でございま

すのでご了解いただきたいというふうに思います。 

以上をもちまして本総会に付議された案件は全て終了いたしました。 

（午前１０時４０分 閉会）
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